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19世 紀末 ア メ リカ中西部 公立通学制聾学校に お け る

　　　　　ロ 話法 イニ シア テ ィ ブとその 背景

木村　素子
宰 ・岡 典子

’ t　 ・中村満紀男
榊

　19世紀末の 中西部公立通学制聾学校の 創設 と展開 における口話法主導へ の 転換 の背

景 とその 教育的 ・社会的意義を検討 した 。 口 話法へ の 転換は、聾教育にお ける全 国的

な口話法の 進展 や寄宿制聾唖学校の 教 育 ・管理問題 を背景 と しつ つ 、
コ ミ ュ ニ テ ィ と

同
一

の コ ミ ュ ニ ケ
ーシ ョ ン手段 とカ リキ ュ ラ ム に よる聴者社会へ の 参加、 コ ミュ ニ テ

ィ に お け る 障害児 の 有用化、州 にお ける倹約、家庭教 育の 重視と い っ た教育委員会、

親、 コ ミ ュ ニ テ ィ の 有 力者 の 受容 しや すい 趣 旨を備 え、単なる指導法の 改善 を超越す

る こ とに よ っ て成立 した 。 元来、学業 ・行動 ・健康 の 正常基準で成立 して い る公立学

校制度にお い て 、 口話法は それ らの 正常性へ の 近似を提起する こ とで ア ピール した し 、

中産層以上の 聴者の 親の 理解を得る こ とに よる就学率の 向上 は 、 混乱 と発展 の 狭 間で

善良な市民の 育成 を志 向す る当時の コ ミ ュ ニ テ ィ の 意向 に沿うもの で あ っ た 。 こ の よ

うな 口 話法に よる通学制聾唖学校の 改革は、19世紀末の 他の 障害種の 特殊学級成立の

基 盤 を形成 した。

キー ・ワ ー ド ：口話法　通学制聾学校　ア メ リカ中西部　19世紀末

1．は じめに

　 1．研究の 目的 と意義

　本研究 は 、 1870年代半ば に ア メ リカ合衆国中

西部諸都市で 開校 した通 学制聾唖学校 を対象 と

して 、言語指導法 にお ける手話法か ら口 話法 へ

の 転換過程 とその 教育的 ・社会的意義を究明す

る こ とを 目的とする 。

　ア メ リカ の 聾教育は、元来、州政府の 責任の

もとに、寄宿制 の 州立校または法人立校 にお い

て州政府の 補助金 を受けて実施され て きた 。 他

方 、 障害の ない 子 ど もの 教育 を担 っ た の は、 コ

ミ ュ ニ テ ィ にお け る通常 の 公 立学校 で あ っ た 。

子 ど もの 障害の 有無に よる こ うした学校制度上

　
＊
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の相違 は 、 障害児教育に お い て 、教育の 計画と

実施の 責任主 体の 所在、教育の 公 共性、寄宿制

と通学制の 是非 をめ ぐる議論、教育計画 ・実施

にお ける専 門家 と親の 役 割 、 障害 に関わ る ス テ

ィ グマ 等 の 諸問題 を発生 させ た が 、 その
一

方で 、

こ うした 問題 が 寄宿制か ら通学制 へ の 学校制度

の 変更 だ けで 解 決で きる ほ ど単純 で な い こ と

は、イ ン クルーシブ教育をめ ぐる近年の議論を

み て も明 らかで ある 。

　 19世紀前半に誕生 した聾お よび盲の 慈善的教

育事業は、19世紀末 にな っ て 寄宿制 を堅持 しつ

つ 学校教育的事業 へ と脱皮する一方で 、公立 学

校 にお い て も通学制 に よる障害児の 教育が着手

され る よ うになる 。 その 初例は 1869年にボス ト

ン公立学校制度に開設された通学制聾学校で あ

っ た 。 同校 の 開設は 、 聾教育にお い て 、 州に よ

る寄宿制学校 と コ ミ ュ ニ テ ィ に よ る通 学制学校
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の 2 つ の 制度が交差する よ うにな っ た こ とを示

して い たが 、 公立学校 にお ける聾教育が重視 さ

れ る よ うに なる の は、そ の 後、聾児に対す る言

語指導法が手話法か ら口話法 へ と明確な転換を

遂げ る 19世紀末 にな っ て か らで あ っ た。こ の転

換の 重要性は 、 口話法へ の 転換が 、 表向 きは言

語指導法の 良否を問題 としなが ら、い わば口話

法 イニ シ ア テ ィ ブ に よ っ て 教育委員会内外の 支

持 を獲得した こ と に ある 。 また、口 話法へ の 転

換 に よっ て、公立学校 の 聾学校 へ の 就学者数が

増加 した こ とは口話法が聾児の 親の 支持 を獲得

したこ とを意味 して い た 。

　 さらに 、 口 話法へ の 転換は 、 通学制聾唖学校

が公立 学校特殊学級の 制度的前例 とな っ た と い

う点 で 、特殊学級 史研 究の 観点か らも重要な意

味 をもつ 。 20世紀転換期 にお い て、公立学校制

度 は学校機能の 高次化 とい う課題 に直面 して い

たが 、 障害児の 教育ある い は学業 ・行動 ・健康

にお ける逸脱問題 を自らの 責任 として、そ の 対

応 を開始 した先駆例が 通学制聾唖学校で あ っ た

か らであ る。

　都市公立 学校 における通学制聾唖学校 の 先行

研 究 と して は 、 シ カ ゴ 公 立学校 に お け る聾
・

盲 ・肢体不 自由児 の 教育 を検 討 し た Thornton

（1926 ）、 ボ ス ト ン公立 学校 の 聾学校 を扱 っ た

Osgood （2002）、オハ イオ州の 聾教 育に 関す る

Stanback （1932）、イン デ ィ アナ 州立聾唖学校

と エ バ ンズ ビル市通学制聾唖学校 の 運営比較 に

関す るReis （2007）の 研究があるが 、 い ずれ も

聾学級内部 の 実態 の 記述が 中心 で ある 。 他方、

20世紀転換期 まで の 創設理念 と口話法へ の 転換

に つ い て 全体 的 な考 察 を した 研 究 に は 中村

（1991） があ り、シ カ ゴ 、 ミ ル ウ ォ
ーキーを中

心 とした初期の 通学制聾学校の 設立経緯を解明

して い る。

　 以上の ように、公立学校聾唖学校 における手

話法か ら口話法へ の 転換が 、寄宿制聾唖学校、

公立学校制度、ある い は ロ話法支持の 社会的意

義とい か な る 関連を もっ て い た の か を、教育委

員会年次報告等の
一次史料に基づ く実証的デ

ー

タを用 い て 横断的に検討す る こ とは着手されて

い ない
。

　 2 ．研究方法

　そこ で 本研 究で は 、 い ずれ も1875年に通学制

聾唖学校 を開設 したイリ ノ イ州 シ カ ゴ とオ ハ イ

オ州 シ ン シナ テ ィ の 2都市 を対象 として 、 公立

学校制度の 聾唖学校にお ける創設の 経緯と手話

法の 採用 、 口話法へ の転換過程 とその 背景 を検

討する 。 さ らに口話法へ の 転換がア メ リ カ 国内

で 進行 しつ つ あ っ た 1885年に通学制聾学校 を開

設 した ウ ィ ス コ ン シ ン 州 ミル ウ ォ
ー

キ
ー、口話

法 へ の 転換の 確立期 にあ っ た 1893年に通学制聾

唖学校 を開設 した オハ イオ州 ク リーブ ラ ン ドを

対象と して、両市公立学校 の 聾学校にお ける言

語指導法 とそ の 採用理 由を総合的に比較 ・検討

す る こ と で 、 シカ ゴ とシ ン シナテ ィ に 関する検

討 をよ り深め た い 。 ミ ル ウ ォ
ーキーとク リ

ーブ

ラ ン ドを検討対象 に加えた理由は 、 都市の 公立

学校制度が なにゆ えに財政的負担の 増大 を伴 う

に もか か わ らず、障害児 の 教育に着手 した の か

とい う問題 を解明した い か らで ある 。 公立学校

に お ける障害児教育問題 は 、 元来 、 「障害」児

だけに着 目して成立 したわけで はな く、義務教

育 の 制度的整備 （た とえば，児童労働制限法や

怠学官設置，学校 ・教育衛生 へ の 配 慮） とそ の

強化 の 過程で 発生す る学業 ・行動 ・健康の 逸脱

問題 に対す る教育的 ・社会的対応で あ っ た。ミ

ル ウ ォ
ー

キ
ーとク リ

ー
ブ ラ ン ドが 通学制聾学校

を開設 した 1880年代半ばか ら 1890年代 は 、 まさ

に学業 と行動の 逸脱問題が明確化 し、その 対応

が 開始され た時期で あ っ た こ とか ら、両市にお

け る通学制聾学校 の 開設 は、こ うした 「障害」

児以外の 問題 とも密接な関連 をもっ て い た と考

えられ る 。 それ ゆ え、学業 ・行動 ・健康の 逸脱

問題が 顕在化する以 前の 時期に通学制聾唖学校

を開設 した シ カ ゴ、シ ン シ ナ テ ィ の 両市にお け

る開設時お よび口話法転換段階で の 教育的 ・社

会的背景 と1880年代以後 に開設 され た ミ ル ウ ォ

ー
キ

ー、ク リ
ー

ブ ラ ン ドとを比較 ・検討す る こ

とに よ り、手話法か ら口話法へ の転換 の本質を 、

よ り多元 的に究明で きる と期待する 。

　 なお、基本資料 として 、それぞれ の 市教育委
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員会年次報告 を使用す る 。 こ の 年次報告 は、資

料の 性格上 、 寄宿制聾唖学校 の 年次報告 と比較

す る と内容 の体 系性 とい う点で は制約 があ る

が 、 公立 学校 との 関連で 聾唖教育の 成立 と展 開

を検討する に は不可欠か つ 最適 の 資料 で ある 。

　用語 に つ い て は 、 以 下の よ うに表記する 。 聾

学校 に つ い て は、原則 と して 、 当時 の 寄宿制聾

学校 な らびに通 学制聾学 校一般 を聾 唖学校 と

し、 口話法に よる教育の 実施を明確な理念 と し

て表明する学校に つ い て は聾学校 を用 い
、 その

他は適宜表記 し分ける 。 手話法 、 凵話法、 併用

法に つ い て は、使用 者に よ っ て多義的に使用 さ

れ た用語であ るが 、手話言語、指文字 とい っ た

手指モ ー ドを主 とす る教授法を手話法とし、読

唇 と発音 に よる 口話 を主 とす る教授法 を 口話

法 、 両者を併用する教授法を併用法とす る 。 ま

た手話 法 を排 す る 口 話 法 を純口 話法 とす る 。

articulation に つ い て は 、 狭義に は構音で あるが 、

聾教育で は発声を含めた広義の 用法が
一
般 的で

ある の で発音 とする 。 speech に つ い て は 、 単 な

る発音発語以 上 に話 し方等の 諸要素 を含む話 し

言葉の 意で こ れ に は ス ピーチ をあて る 。 こ れ ら

の 原則 と異なる場合 は文中に明示する 。

皿．シカ ゴに お ける ロ話法学校の 拡大

　 1 ．19世紀末公 立学校制度 の聾学校 に お け

　　　る ロ話法学校の 拡大

　（1）聾当事者に よる通学制聾唖 学校の 創設 ：

シ カ ゴ 市の 聾唖学校は 1875年に創 設 される が、

創設前後の 1870年代 、 産業 ・工 業の 発展に伴 い 、

州内で は急激に人口 が増加 し、 なか で も国内第

三 の 都市であ っ たシ カゴの 人口増加は顕著で あ

っ た 。

一
方 、 1846年に州中央部に 位置する ジ ャ

ク ソ ン ビ ル に 開設 されたイリノ イ州立聾唖学校

が 、唯
一

の 聾教育施設で あ っ た が、州立 聾唖学

校は過密化 が問題 とな っ て い た 。 年 々 増加する

不就学聾児の 問題、さ らに指導 ・管理上 の 問題

や多様な聾児へ の 対応 を迫 られ聾教育施設の 質

的 ・量的拡充の 必要性が生 じて い た 。

　 シカ ゴ で聾唖学校創設運動を担 っ たの は 、 寄

宿制聾唖学校卒業生 か ら成る シ カ ゴ 聾唖協会

（The 　Chicago　Deaf −Mute 　Society
，
1874年 1 月設

立）で あ っ た 。 彼 らは通学制学校 によ っ て 寄宿

制学校の 問題を解決す るた め に従来にない 論理

を提示 した （The 　editor ［1875］34−36）。 彼らは

市教育委員会に対 して設立趣意 を手話 に よるス

ピーチで 行 っ た が （A ．S ［1875］ 3）、こ れ は教

育に よ っ て 聾者 も聴者に 意見で きる能力を も

ち、シカ ゴ社会 の
一

員 として 自立で きる事実 を

自ら委員に示すこ とにな っ た 。

　（2）公 立学校の過密と聾唖学校就学の低迷 ：

1875年 1 月、市中心部に最初の 聾唖学校 が創設

され た。州補助がなか っ た最初の 5 年度は市内

1校 で あ っ たが 、州補助開始か ら19世紀 末まで

は市内 3 地区に 1校ずつ 、 1 学校 1教室 で 10名

程度の 在籍生徒 で 運 営 された （AAD ［1876 −

1880］；Chicago　Public　Schools ［CHPS］ 26th−42”d

AR 匚1879−1896コ）。 こ の よ うな形態 を と っ た の

は、人 口 急増期 の シ カ ゴ 公立 学校が 就学者の 増

加 に よ っ て 非常な過密 にあ り、 空 き教室に乏 し

か っ たこ とが
一

因で あ っ た 。 こ れ に伴い 聾学級

は年度毎の 頻繁 な教室移転 を余儀な くさ れ た

Table 　1　シ カ ゴ 公立通学制聾唖学校における運営状況 の変遷

年 1875〜1896 1897〜1912 1913〜1917

市内学校数 1校 小規模校 ：4〜5校 小／中規模校：9〜ユ3校 大 規 模 セン ター校14校

財源 市 州 市 州 ＋ 市

1875〜ユ8791880 〜18851886〜1894 ユ895〜18961897 〜1912 1913 〜1917

生徒数 約20〜40名 50名前後 60〜70名 約 100〜250名 約250〜300名

校長 フィリッ プ・A ・エ メリー（1875〜1891）
ヴォ

ー
ト、ハ モ ン

　 ド、レイン
メ ア リー・マ コ ーウ ェ ン　（1897〜19ユ7）

コ ミュ ニ ケーション・モード 手話法　　　　　手話法から併用法と凵話法 口話法 〉 併用法

出典 ：AAD ，　CHPSAR よ り作成．
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（CHPS 　32nd　AR 匚1886］ 169）。

　 19世紀 末まで の シ カ ゴ聾唖学校 は、不就学聾

児数の増加 の割に生徒数が増加せず 、 1880年代

か ら 1890年代半ば まで そ の 生徒 数は市 内全校 で

40〜50名に過 ぎなか っ た 。
こ の 頃の聾唖学校 の

最大の 問題は 、 年少や 貧困の 聾児の 不規則 出席

と、多様な聾生徒へ の 混合学年で の 対応で あ り、

教育の 質は決して 高くなか っ た 。 すなわ ち質の

高 い 教育を望む 中産層以 上 の 親 （CHPS 　41・’　AR

［1895］237−238）に も、運賃 ・衣服等支援の 需

要が あ る下 層 の 親に も、通学制聾唖学校は 就学

させ る意義の ある学校 とは言 い 難 く、就学率は

向上 しなか っ た 。 こ の状態の改善には抜本的改

革が 必要で ある として、シ カ ゴ市教育委員会は 、

年次報告や議事録 で 盛ん に 寄宿舎 を備えた聾唖

学校 開設 の 必要性 を主 張 した （CHPS 　38・h　AR

［1892］217 ；Proceedings　of 　the　Board 　of　Educa −

tion　of　Chicago ［PBEC ］ ［1894］242）。
つ ま り

1890年代前半 と い う時点で は、 聾児教育の 機会

とその 質的向上 とい う課題に対 して 、市教育委

員会は、後年の よ うな 口話法の 本格的導入 よ り

も、通学制 と寄宿制の 折衷を解決策 として 考慮

して い た の であ る。

　 （3）併用 法学校とロ話法学校の両立の意図 ：

シ カ ゴ聾唖 学校 にお ける 囗 話法 の 導入 と普及

は 、 おお よそ同時期の 他 の 寄宿 制 ・通学制聾唖

学校 と似た経緯を辿 っ て い る 。 すなわち 、 1880

年代は その 成果が 見込め る生徒に 限定し て 読唇

と発音を、正規教科外の 付加的な教育内容 と し

て教授す るが、1890年代に なる と徐 々 に発音教

授の で きる教師を採用 し て い き （CHPS 　39th　AR

匚1893］170 ；40由 AR 匚1894］168 ；PBEC ［1895］

189）、全生 徒に発音 ・読唇指導 を適用する よ う

に なる。 さらに当時の聾教育界の トレ ン ドと方

法の 革新性か ら、市教育委員会は 冂 話法の 成果

を積極 的に評価 し、 やがて教授法 として発音 ・

読唇 を使用する 口話法 を導入す る の であ る 。 シ

カ ゴ で は こ の 段階で 、 市内に 4 〜 5校あ っ た聾

唖学校 の 中に 口 話法学校 の 設置 を始める 。

　 しか し、 シ カ ゴ の 市教育委員会は 口話法の 成

果 と普及に賛同 しつ つ も、手指モ
ー

ドと口話を

併用する併用法 も否定され るべ きで な い と い う

立 場 を と り続け、口話法学校 と併用法学校が共

存す る形で 、 20世紀初頭 も運営 されて い く。 こ

の 選択 の 理 由は 、口話法の 指導可能性 で あ っ た

が、口話不振児発生 の 背景 に生徒個人 の 能力や

家庭の 教育力が存在す る現実 を市教育委員会が

直視 して い た とい える．つ まり、少なか らず存

在する手話を必要とする聾児に対して は、就学

意欲 を減退 させ な い 指導法 を固持 し、不就学聾

児を生 じさせ ない 選択 を した と い える 。

　 2 ．世紀転換期の ロ 話法 へ の 転換 とその 背景

　 〔1）中産層の親による州法制定蓮動 とロ話法

学校生徒数の増加 ：低水準な教育の 質の 問題 を

抱 えた 19世紀末 の シ カ ゴ 聾唖学校教育 の 改善 を

企図 し、 1895年前後か ら州法制定運動が 起こ る 。

生徒 一一人 当た り年間150 ドル の 州補助 を規定 し

た 法案作成 に は 市教育委員会も関与 したが 、主

要 な役割 を担 っ たの が 中産層の 親か ら成 る シ カ

ゴ聾児親の 会 （The　Chicago　Association　of 　Par−

ents 　of 　Deaf　Children ［CAPD ］，1895年12月設立）

で あ っ た 。 彼 らの 州議 会宛て の 公 開状 にみ る法

案趣 旨は 、A ．G ．ベ ル （Alexander　Graham　Bel1

1847−1922） を引用 する な ど基本的に は他市 に

おける通学制聾学校設置運 動に見 る よ うな、州

に とっ て の 倹約 、 早期教育 の 効用、無教育聾児

の コ ミュ ニ テ ィ に もた らす脅威 で あ っ た 。

一方

で 、 独 自な点 は親 と地方自治体が 主導する通学

制聾学校 の 設置で あ っ た （CAPD ［1897］ユー5）。

元来、障害児の 教育は州の 責任下で 実施 されて

きたが 、現 実 には 中産層 の 親た ち の 需要に は応

えて い な い もの とな っ て い た 。 中産層の 親 は 、

指導法が 併用法に 限定 されて い るイリ ノ イ州立

聾唖学校が、親の 学校選択 を制約 して い る と主

張し （CAPD ［1897］7−9
，
　ll）、州立校は、養育

能力 に欠ける下 層の 親に と っ て は 良い が 、 家庭

で の 適切 なケ ア に よ っ て 学校教育 を補完で きる

自分た ち中産層の 要求 を満 た さない と し、 学校

教 育や 家庭教育の 方法 を選択する 自由が保障 さ

れ た通学制学校が必 要で ある と訴 えた （CAPD

［1897］3−4）。 彼 らは、指導法に つ い て は 口 話

法の み に限定 しな い としたが、その後の 口話法
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中心 とい う展 開をみ れば、諸外国同様に口話法

も教授される べ きで はあ る とい うの が 、 彼 らの

真 意で あろ う。 1890年時点で約 700名 の 不就学

聾児を抱 えた州は、そ の 解消手段 として の 通学

制学校 の 意義を認め 、 1897年に 本法案を可 決し

た。

　以後、 シ カ ゴ聾唖学校の 生徒数は 1900年代に

飛躍的 に増加 した （Table　1参照）。 20世紀初頭

の シ カ ゴ聾唖学校は、あ くまで も口話法学校 と

併用法学校の 二 本立 て で あ っ たが 、例 えば 1900

年度の 併用法学校生徒数61名に対 し、口 話法学

校 生徒 数は 127名で 、 結 果的に は 口話法学校生

徒 数が増加 して い っ た （CHPS 　46匚h　AR ［1900］

248−249）。 特に 口話法学校の方が出席率が高 く、

親の 会 を先導 した 中産層の 良好 な家庭の 子弟が

口話法学校を多 く支持 して い た こ とを表 して い

る 。

　 （2）親の会 と通学制聾学校支持者の 目的 ・手

段 の合致 ：シ カ ゴ にお ける 口話法へ の 転換 は緩

や かで は あ っ たが、その 背景 に多様な支持者の

存在があ っ た 。 まず親に と っ て 重要で あ っ た の

は M ・マ コ
ー

ウ ェ ン （Mary 　McCowen 　1848−1930）

の 存在で あ っ た 。 1883年に 国内で初めて聾幼児

に 口話法 を適用 した私立学校を シカ ゴ 郊外で 設

立 した彼女 は、退職 した シ カ ゴ聾唖 学校長の 後

任 として 1897年に着任 した 。 彼女 は シ カ ゴ 聾唖

学校全校 の 質の 向上 に着手 した 。 そ の 中で 彼女

は母親学習 ク ラブ （Mothers
’Study　Club）に関

与 した 。 本 ク ラ ブ の 月二 回 の 会合 で は児童研 究

の 講義 や 慈 善活 動 を行 うこ とに よ り （CHPS

43・d　AR ［1897］ 131）、 自分 の 子 ど もの 教育に関

心 の ある 中産層の 聾児 の 親 を 、 問題の 改善に参

加 させ た 。 こ の ような活動 は 、 1890年代頃 に教

育や社会事業 の 領域 にお い て 盛ん にな っ た、研

究や 調査 を通 して科学 的に問題 を把握する系譜

に あっ た とい える 。

　他 方 、 通学制聾唖学校へ の 州補助法案の 運動

を主導した親の 会の 会員 に は 、 中産層 の 親、篤

志家、シ カ ゴ 聾学校教師、他州の 聾教育関係者、

歴 代の 市教 育 長等 の ほ か 、M ．マ ク ダ ウ ェ ル

（Mary 　McDowel11854 −1936） とい っ た セ ッ ル メ

ン ト運動家、H ．A ．C ．デ ュ
ー

イ （Ha   et

Alice　Chjpman　Dewey　l858−1927）、　 F．W ．パ ーカ

ー （Francis　Wayland　Parker　1837−1902）、 後に女

性 で初め て 大都市で ある シ カ ゴ 市教育長（1909−

1915 年在任）と な る EF ．ヤ ン グ （Ella　Flag　Young

l845−1918） ら世紀転換期 の 新教育運動 を担 っ

た人 々 も名を連ね た （CAPD ［1897］15−16）。

　 20世紀転換期 の シ カ ゴ は 、 急増す る移民 と貧

困問題へ の 対処 として 、 同時期の 他 の都市部 と

同様、公立学校 に よる 問題解決 を迫 られ る状況

に あ っ た。 また都市 問題 の 解 決 を企 図 して 、

1889年には 国 内最初の セ ツ ル メ ン トが 設置 され

た 。 親 の 会会 長の C ．R ．ク レ イ ン （Charles

Richard　Crane　l858−1939） は資産家で 幅広 く慈

善事業に関与 したが、彼は親の 会設立前 よりハ

ル ハ ウス の J ・
ア ダム ズ （Jane　Addams 　1860−

1935） と関わ っ て い た。つ まり親の 会は、新教

育運動家や セ ッ ル メ ン ト運 動家が 目的 とす る社

会改良の 手段 を通学制聾学校 に適用 した 。 法案

可決以後 、 結果的に口話法が急速 に拡大 した こ

とは、親たちが口話法 を選好 した結果で もある

が、口 話法支持者 の 基盤 にあ る社会秩序 を統制

しようとす るプ ロ グ レ ッ シ ビズ ム 思想が 口話法

運動 に反映 され た と もい えよ う。

　一方で、20世紀初頭 に シ カ ゴ聾唖学校で 口話

法が 普及す る に つ れ 、 口 話不振児 の 問題 が顕 在

化 した 。 私立校時代と異な り、幼児期か ら教育

を開始で きず、全聾の 生 徒 も、家庭環境の 劣悪

な生徒 も在籍する 中で 当然の 帰結で あるが 、マ

コ
ーウェ ン は指導にお い て 具体的活動を増 やす

等、指導 内容 ・方法の 改良で 対処 を試み る 。 全

国教 育研 究協会 （National 　Education　Associa−

tion ：NEA ）聾教育部会お よ び同特殊教育部会

に も関与 した彼女 は 、

一
般教育界の 趨勢に も敏

感な人物で 、 旧来の 寄宿制聾唖学校型 教師で手

話法を採用 した P．A ，エ メ リ
ー （Philip　Alfred

Emery，
1875−1891校長在任）

1 と異な り、 コ ミ ュ

ニ テ ィ か ら の 支持獲得に 積極的で あ っ た 。

皿． ミル ウ ォ
ーキー

における口話法主導 に よる

　開設
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木村　素子 ・岡　　典子 ・中村満紀男

　 1，公 立学校制度に お け る聾学校創設の経緯

　　と展開

　 （1）公立聾学校創設前史 ： ミ ル ウ ォ
ーキー

公立学校制度の 聾学校は 、 1885年の 州法に基づ

き、当初 よ り市教育委員会の 管理下 の 公立 学校

として 、口話法に よる指導を施行規則で 規定し

た学校であ る （Milwaukee 　Public　Schools ［MPS ユ

27’hAR ［1886 ］51）。 ミ ル ウ ォ
ーキ ー市 は、

1870年に人 口 71
，
440人 、 1890年に は204

，468人と 、

19世紀末に大 き く発展 した 。 聾学校設置の 前後

には市内学齢児が増加 し、不就学児が増加傾 向

とな り （MPS 　24th　AR ［1883］XX ）、 新校舎建

設や半 日授 業で 対応 す る状況 に あ っ た （MPS

25’h　AR ［1884］37 ；24th　AR ［1883］33）。

一方、

ウ ィ ス コ ン シ ン 州 で は 、 1852年 に国内15番 目 の

寄宿制聾唖学校が デ ラバ ン に開設 され て い た 。

　 ミ ル ウ ォ
ーキー

の 公立聾学校 は、私立学校か

ら発展 した 。 1878年、 ドイ ツ系移民 らが 、発音

法を知るA ．ス テ ッ トナー （Adam 　Stettner） を促

し 、 市 内 に寄 宿 制 私 立聾 学 校 を 開設 し たが

（WPI ［1898ユ4）2
、 本事業 とそ の 指導法は 、す

ぐに多 くの 慈善家の 関心を呼 び、発音法 に よ り

聾児に話す能力 を習得 させ る学校 の 運営 と支援

をす る （WPI 　l・±　AR ［1878］ 20） ウ ィ ス コ ン シ

ン ロ話法普及協会 （The　Wisconsin　Phonological

Institute　for　Deaf 　Mutes ：WPI ）が組織 され た

（1879年 1 月法人化 ）。 初代会長 G ．フ ィ ス ター

（Guido　Pfistcr　l818−1889）を初め 、 ドイ ツ 系移

民 を中心に 市内の 篤志家 らが会員とな っ た。

　 （2）聾学校創設の理念 と州補助法 ： ミル ウ ォ

ーキ ーで は 、市教育委員会が聾学校設置 ・運営

の 州補助 を求める州 法制定 に動い たが 3、創設

趣 旨は聾教育に よ る聾児の 有用化 、 別離 を拒む

親の ニ ーズ に応 える こ とによる就学率向上、寄

宿費の 州負担が な くなる こ とに よる州の 倹約で

あ り （MPS 　23・d　AR ［1881］26）、生徒
一

人 当た

り年間 100 ドル の 州費補助 を受け通学制聾 学校

を設置 ・運営す る法案 の 可 決 を 目指した （WPI

3「dAR ［1880］ ll−12）。 指導法につ い て は 、 先

駆校で の 発音法の 成功に触れ て い る よ うに 、 運

動当初 か ら市教育委員会は口話法の 利点 を積極

的に評価 して い た。また聾児が学校お よび家庭

にお い て 聴者 に囲 まれ 生活す る意義が確 認され

（WPI 　3「d　AR ［1880］ 10−11）、 口話法 と聴者 コ ミ

ュ ニ テ ィ にお ける教育の 意義が 通学制学校設置

にお い て 合致 して い た 。

　二 度否決 され た法案の 転機 は 、 1884年の マ デ

ィ ソ ン で の NEA 大会で 、当時口話法 と通学制校

設置運動 を行 っ て い た A ．G ベ ル が 、 州知事 J ・

M ・
ラ ス ク （Jeremiah　McClain　Rusk　1830−1893）

と州議会 に対 し講演 した こ とで あ っ た 。
つ まり、

ミ ル ウ ォ
ーキ ー聾学校の 創設運動 は国内の 通学

制聾学校創 設運動 を背景に進展 して い た。1885

年 、WPI 等 の 運動は 結実 し、本法案は 可決 し

た 。

　（3）口 話法 によ る公立学校教育の 実施 とその

展開 ：1885年 9 月 、 WPI運営の 私立聾学校が 公

立 聾学校 とな っ た （MPS 　27th　AR ［1886］79）。

初年度は26名 の 生徒が登録、指導が 開始され た 。

教育課程は発音 ・読唇 訓練 に必要 な時間は差 し

引 き、可 能な限 り公立学校初等学校 に準じる こ

と とされた 。 発音 ・読唇 の 習得に よ り教科教育

が可 能と の 考 え に 立 脚 し、聴児 と の 交流 も図 ら

れ た （MPS 　27Lh　AR 匚1886］ 83−84）。こ の 口 話

習得の 可否 は、生徒の 知的能力と親の 協力に依

存す る とし、本校の 最終 目標は仕事場で 同僚 ら

他者と発音 ・読唇 によ り意思疎通が可能 とな り

「人生 におけ る実際的な義務を果せ る」人 間 と

なる こ と で あ り、こ の 目標は、全課程 を修了す

れ ば 、 最 も学力 や 口話 能力が劣る者で あ っ て も

実 現可能 で あ る との 自信 があ っ た （MPS 　27Eh

AR 　匚1886］82，84）。

　 こ の 口 話法へ の 絶対的 自信 は 、 州立 校等 で

「失敗」 して い た複雑な ビ ジブ ル ・ス ピー
チ

4
で

は ない ドイ ツ 法へ の 自信で あ り （WPI 　4・h　AR

［1881］ 8−9）、 WPI 校時代 か らの 実績へ の 自己

評価で あ っ た 。 市教育委員会も創設当初か ら実

績 を高 く評価 し、施行規則にお い て口話法の 徹

底 と手指 モ ー
ドの 教授 ・使用の 排除 を明文化 し

た 。

　市教育委員会の 本校へ の 期待 は大 き く、 登録

生徒数が47名とな っ た 1888年度 に は、新 しく拡
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張 した初等学校校舎へ 聾学級用 に 6教室、校長

室 、 職 員室 を配置 した （MPS 　29’h　AR ［1888］

83）。 特 に私立 校 時代 か ら聾学校 に 尽力 した P．

ビナー （Paul　Binner　l841−1896）校長へ の 信頼

は厚 く、同様 の 成果を維持 させ る た め 口話法の

専門性を有した教 員養成 の 必要性が指摘 された

（MPS 　31’t　AR ［1890］88）。

　 2．ロ話法学校の 創設の 背景 とその意義

　 （1）WPI によ る強力なロ話法普及運動と通学

制聾学校の創設 ： ウ ィ ス コ ン シ ン における 通学

制聾学校創設 は、他州 に見ない ほ ど の 強力 な運

動の 成果 と して結実 した 。そ の 運動 を強力 に し

たの は、口 話法普及 と い う大 目標 の 下、WPI の

財 力 、 旧母 国 ドイッ お よび私立校時代 の 実績 、

口 話法 を有 実化す る教 員養 成、プ ロ パ ガ ン ダ 、

州議会 ならびに市教育委員会 との パ イ プ、州内

他都市と の 協力、ホ
ーレ ス ・

マ ン校の 前例 とベ

ル を初め とする 国内 の 運動 と の 連携を もっ て、

多角的 ・総合的に運動を展開した点にあ っ た 。

　WPI は 、 私立校 で の 実践 の 成果 と口話法の 利

点を、新聞、
パ ン フ レ ッ ト等を通 じて広 く市内

外 にア ピ ール し、法案可 決の ロ ビー運 動の 際に

は州議会の 全議員、州教 育長、州内の 各市郡教

育長お よび教育委員会へ 広報資料を送付 し、政

策決定者 、 教育関係者へ の 強力 な発信 をし、 他

都 市に も協 力 を求 め 全 州で の 運 動 に 広 げ た

（WPI 　4th　AR ［1881］10−ll）。 こ の よ うな活動 を

支 えたの は当然 、 WPI の 財力で あ っ た 。こ れは

シ カ ゴ 等の 当事者団体に よる創設運動 と決定的

に異なる 点で あ っ た 。

　（2）市教育委員会内部の支持者 とWPIの 理念

的結合 ： ミ ル ウ ォ
ーキーにお け る通学制聾学校

創設が 、あ くまで も口話法に よ る創設で あ っ た

の は、旧母国で口話法の 歴史をもつ ドイツから

の 移民 を中心 に、上層、そ して 聴者である篤志

家が聾教育に興味 を もっ たか らで あ り、 彼 らが

口話法 を支持す る こ とは 自然で あ っ た 。 さらに

重要で あっ たの は 、 上層の 彼 らが、運 動の 展開

にお い て 政策決定者 と関係を もっ て い た点 で あ

る。創 設運動 期 の 市教 育委員会関係者 に は 、

WPI 会員が 数名存 在 した 5
。 と りわ け法案が 可

決 し学校 が設置 され た 1885年の 市教 育長は J．L，

ミ ッ チ ェ ル （John　Lendmm 　Mitchell　1842−1904）

で 、 彼の 父 は WPI 会員で あ っ た 。 と くに ミ ッ チ

ェ ル 父子は実業家で あ っ た だけで な く慈善家と

して も有名で 、また政治家で もあ っ た 。 J．L．ミ

ッ チ ェ ル は 1870年代に州上 院議員を務め 、そ の

後連邦 議会 議員 も務 めた％ す なわ ちWPI は 、

直接に も間接に も市教 育委員会の 政策決定者 に

関わ っ て い た し、州議会と の パ イプ さえもっ て

い た の で ある 。

　当時の 市教育委員会の教育における思想的側

面 もまた 、 口話法 とい う新し い 方法を受容 した 。

ウ ィ ス コ ン シ ン は国内で も早期に幼稚園運動が

始 まり、ミルウ ォ
ーキー

で は 1882年に市教育委

員会 に幼稚園常 任委員会
？

が 設置され た 。 こ の

と きの 教育長 J．マ ッ カ リ ス タ
ー （James　Macal −

ister　1840−1913 ：1874 − 1883年在任）は 、 近代

言語の 教授 、 職業訓練、幼稚園、成 人教育を推

進 し、初期進歩主義教育の 主唱者 と して 公立 学

校教育に献身 した 。 彼は 、 ミ ル ウ t 一キ ーの 小

規模な中産層の 学術交流団体 、フ ォ
ー トナイ ト

リ
ー ・ク ラブ （The 　Fortnightly　Club）で 、聾教

育の 問題 に つ い て と 、 ドイ ツ の 発音法が他 の 指

導法よ り優れて お り、 通学制学校開設の 際は こ

れ を選好す る 旨の 講演 を し て い る が
8、こ の こ

とは、進歩主義教育の 理 念と口 話法理念 の 近接

と 、 本 ク ラ ブ会員の ような聾教育関係者で ない

上層 ・中産層市民 に よる 口話法の 成果へ の 関心

を示 して い る 。

　市教育委員会は 、
コ ミ ュ ニ テ ィ に い る 不就学

聾児が 無教育で 成人す るよ りも、自立 し有用 な

市民 とな る こ とは聾 者本人 に と っ て だけで な

く、社会的経済性 と
一

般市民の 幸福で もある と

考 えたか ら （Proceedings　of 　the　School　Board

［1885］ 67）、 通学制学校に賛同 したの は自然で

ある ， そ れ ではなぜ 市教育委員会が 口話法を積

極 的に採用 した の か と い えば 、ひ とつ に はWPI

が市教育委員会に密接 に 関わ っ て い た ため に彼

ら の 主張が 採用 されや すか っ た こ とで あ り、同

時 に聴者の 上 層 ・中産層市民か ら成 るWPI は 、

支持者の 多 くを占め る上層
・中産層市民 たち に
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木村　素子 ・岡　　 典 子 ・中村 満 紀 男

ア ピールす る運動の 論理 と方法を心得て い たか

らで あろ う。

一
方で 、

マ ッ カ リス ターの 関心 に

見 られる ような市教育委員会で の 新教育的思 想

の 萌芽が、市教育委員会が 口話法とい う新 しい

方法に よる通学制聾学校創設 を受容する 土壌 と

な っ て い た こ とが示唆され る 。

N ．オ ハ イ オ州に お け る ロ 話法 へ の 転換 と拡

　大一シンシナ テ ィ とク リーブラン ド

　 1、シン シナテ ィ

　（1）公立学校に おける聾唖学校創設の経緯 と

　　展開

　 1）市教育委員会 に おける聾唖学校設立を巡

る議論 ： シ ン シ ナテ ィ 公立学校 制度 の 聾学校

は、1875年に 手話法の 通学制学校と して 開設 さ

れ 、 寄宿制 を一時的に導入 し、発音指導も試行

しなが ら 、 1888年には私立 口話法聾学校が公立

学校 に編入され、1900年代後半 には 口 話法聾学

校に
一

本化 され る とい う経過 を辿 っ たタ イプ で

ある 。

　 シ ン シナ テ ィ 市 はオ ハ イオ州 の 西南端 に位置

し、 ケ ン タ ッ キ
ー

州 に隣接 して い る同州有数の

都市で あ る 。 人 口 は 1870年に は 216
，
239 人 、

1900年 に は 325，902人 に増加す る 。 州 の 公立学

校制度 （1829年開始）は 19世紀第 4 四半期 には、

地区学校 ・中間学校 ・ハ イ ・ス ク ール と い う初

等段 階か ら中等後期まで の 学校体系 を確立 し、

教育機会が ない の は ご く限られ た数の子 どもだ

け とな る 状 況 に あ っ た （Cincinnati　Public

Schools ［CPS コ47th　AR 匸1877］275）。 1829年に

は州都 コ ロ ン バ ス に ア メ リカで 5 番目、 州立 と

して 2 番目の聾唖学校が 開設 され、1870年代末

には生徒数が 400人 を超える過密状態 とな っ て

い た （Stanback ［1932］ 74 ；安藤 ［2001］60）。

こ の よ うな時期に 、 シ ン シナ テ ィ 公立 学校制度

に聾唖学校 を設立 する こ との 是非が議論 され た

の で あ る 。 なお、オハ イオ州で は 1892年に 聾児

と盲 児の 就学が 義務化 され る （安 藤 匚2001］

58−62）。

　1872年 6 月30 日に終わる年度 の シ ン シナ テ ィ

教 育委員会年次報 告 に 、 J．バ ン コ ッ ク （John

Hancock ）教育長は 「聾唖者の 教育」に つ い て

報告 した 。 彼は 、 通学制や 口話法の 利点 も検討

し、さ らに は親の 心 情を考慮した うえで 、 公立

聾唖学校設置で は な く、 手話法中心の 州立聾唖

学校 へ の 入学促 進 と い う結 論 を示 し た （CPS

43「dAR ［1873］ 102−109）。 しか しシ ン シ ナテ ィ

教育委員会で は 「（聾唖学校 開設は ）すで に解

決 した問題」 （CPS 　43・d　AR ［1873］108）と な

っ てお り、1875年10月 に所掌の 混合学年学校委

員会が 教育委員会 に聾唖 学校 の 設 置を勧告 し、

同年 11月 8 日に開設に 至る。

　バ ン コ ッ ク の 結論は、州立 聾唖学校 における

長期間 ・長時間の 指導 、 専 門の 教 員 と多数の 生

徒の 存在 に よる多様 な学習集団の 編成、高度な

職業教育の 機会 、 生徒 の 生活準備の 必 要な現実

へ の 対応 を州立校がすべ て備 えて い たか らで あ

るが、彼 は、公 立学校制度内で は そ の よ うな条

件 を十分提供で きな い と考えた の で あ っ た。他

方で 、 手話法採用の 理 由に つ い て は、彼は ス ピ

ーチ の 指導可 能性 は 認め つ つ 、そ の 習得に は

「ほ と ん ど無 限の ケ ア と労苦」 （CPS 　43 「d　AR

匚1873ユ 107）が必要な こ と、そ の 学習期間は他

の 指導が困難なこ と、囗話法 は聴者の 言語の 機

械的模倣で ある こ と、時間の 経過 とともに音声

が悪化す る こ とを挙げた 。

　 2 ）手話法聾唖学校とロ話法聾学校の設立 ：

1875年 11月 8 日、国内で三 例 目と し て R．P ，マ ッ

ク グ レ ガー （Robert　P，　McGregor 　l849−1926）校

長の もと に 開設 された シ ン シナ テ ィ 公 立学校制

度の 聾唖学校は、「サ イ ン法聾 唖学校」 と称 し

た よ うに、指導法は手話 と指文字 に よ っ て行 い 、

ス ピーチ や 読唇の 指導は 試み な い （CPS 　47由 AR

［1876コ 115−116）方針は堅持 され る 。
マ ッ ク グ

レ ガーは 8歳で 失聴 し、オ ハ イオ州立聾唖学校

を卒業 した聾者で あ り、後に ア メ リカ聾者協会

（The　National　Association　of 　the　Deaf ：NAD ）の

初代会長 とな っ た （Baynton 匚1996］ 6 ：Burch

［2002］　58）o

　とこ ろ で 、 シ ン シ ナテ ィ市教育委員会の 聾唖

学校 開設の 意図は 、 過密化 しつ つ あっ た州立聾

唖学校の 状況 を背景に、州立聾唖学校 に 入学せ
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19世紀末ア メ リ カ 中 西 部 公 立 通 学 制 聾学校 に お け る 口 話法 イニ シ ア テ ィ ブ とそ の 背景

ずに無教育状態にあ り、無知の まま成長 して い

る不就学聾児 （CPS　53「d ［1882］ 12，　ll2− ll3；

57th［1886］ 101）に対 して教育の機会 を拡大す

る と い う人 道的 な意 図 で あ っ た と思 われ る

（CPS 　43・d ［1872］ 108）。 手話法聾唖学校 に は、

貧窮層を含む社会下層の 生徒が比 較的多か っ た

か らで あ る （CPS 　57th ［1886 ］101 ；66th　AR

［1895］91＞9
。 い い か えれ ば 、 手話法聾唖学校

の 支持者 は 、 慈善的 な意図 をもつ 教育委員会関

係者 に留 まっ て い た とみ る こ とが で きる 。

　 口話法聾学校の 開設の 前段階は 、 1882年度 の

手話法学校 に おけ る 発音 指導の 試行で あ っ た 。

こ れは手話法聾唖学校側 の 主導で はな く、教育

委員会の 政 策転換に よる と考え られ る 。 H ．ダ グ

ラ ス （Howard 　Douglas）教育長は 、「富裕 な紳

士の M ．フ ェ ッ ク ハ イマ
ー （M ．Fechheimer）氏」

の 寄付に よ り、教育委員会 の
一致 した意 見に基

づ き発音指導を試行 した 。 その 理 由は、聾唖者

に ス ピー
チ を実際に回 復させ る こ とで 「他の 都

市 をリ
ー ド」 する ためで あ っ た （CPS 　54・h　AR

匚1883コiv）。 手話法聾唖学校 を所掌す る混合学

年学校委員会 もまた 、「慎重 な調査 の 後 に、発

音の 導入 に十分 な数の （初歩段階 にある） マ マ 生

徒が 通学す る の で あ れ ば、発音指導を行 う教員

1名 を 雇 用 す る こ と を全 員
一

致で 勧告 した 」

（CPS 　54th　AR ［1883］ 93）。 その 後、聾唖学校 は

い っ た ん手話法に戻 るが 、 フ ェ ッ クハ イマ
ー家

の 発音指導へ の 寄付 、 教育委員会の発音指導試

行に対する 支持 は 、 手話法以 外の 方法に対す る

関心 が教育委員会内部お よび周辺 に潜在 して い

たこ とを示す 。 その 意味で 、1882年度に お ける

発音法の 試行 は 、 1886年の ロ話法聾学校の 開設

の 布石に な っ た と考え られる 。

　1886 年8月に聾者教育改善協会 （The 　Society

for　the　Improved　Instruction　of 　the　Deaf）が シ ン

シナテ ィ で 結成 され る。そ の 発端に な っ た の は、

マ イ ア ミ 医 科大 学 眼 科 教 授 、 R ．ザ ト ラ
ー

（Robert　Sattler　1855−1935．Vail ［1939］）の ヨ
ー

ロ ッ パ ロ話法情報で あ っ た 。 同協会の 幹部 に は、

ザ トラ
ーの 他 に、息子 をマ サ チ ュ

ーセ ッ ツ 州の

ク ラ
ー

ク聾学校 に送 っ て い たL．S．フ ェ ッ ク ハ イ

マ ー （L．S．　Fechheimer ）、シ ン シナ テ ィ 大学医

学部長を務め た C ．R ．ホ ー
ム ズ （C．R ．　Holmes ）、

私立 口話法教室 を開設す る ため に フ ィ ラデ ル フ

ィ ア か ら来て い たVA オズ ボ
ーン （Vlrglnia　A ．

Osbom ）が い た 。 こ の 協会に よ っ て 、 9月 、 オ

ズ ボー ン を校 長 とする 「純口話法聾学校」が開

設さ れ 、 2 年後 に は 同校は シ ン シ ナ テ ィ 公立学

校制度に編入 され る の で ある 。 本校 の 成立 と展

開は、 私立学校の創設 を経て公的機関へ 昇格す

る とい うア メ リカ にお け る障害児 （者）教育機

関にみ られ る類型 で あ っ た 。

　 3）手話法聾唖学校に お ける生徒数 の 変化と

ロ話法聾学校開設 の影響 ：手話法聾唖学校 の 生

徒数は、創設か ら 3 年後に42名に達 した後、口

話法聾学校 開設時 には最大時の 生 徒数の 約 30％

に減少 し、 創設の 約20年後 には約 14％ まで に激

減す る 。 口話法聾学校 の 生徒数 は開設時か ら漸

増 し、指導法が 口話法に
一

本化され る 1900年代

後半に は 、 開設時の 約 2 倍となる 。 また、両校

の 通学率は 、 全体 とし て 比較的高い 数値を維持

して い る （Table　2 参照）。

　 生徒 数の 変化 と指導法 との 関係に は 、 指導法

とそれ以外の 要素が関与 して い る 。 第
一

に 、 手

話法学校初期 の 1881 年度 に おけ る生 徒数の 減少

が 、指導法 とは関係が薄 い こ とは 明白で あ る 。

貧窮聾児の 衣服
・
扶養に対す る州補助金の 充当

が 禁止 され、教員給与に限定され たた め に、本

校 に在籍 して い た貧窮層の 聾児 または 入学希望

の 聾児 の なか に 、 退学する か 州立聾唖学校へ 入

学 する 生徒が生 じて 、結果 と して 本校生 徒数は

減少 した。 第二 に 、 口話法聾学校創設 と手話法

聾唖学校生徒数の 減少に直接的な関連があ る こ

とは明 白であ る 。 とい うの は、口話法聾学校 に

入 学 した生徒は先天 聾が多か っ たの で あ り、こ

れ らの 聾児 は 口話法聾学校が 創設 され なけれ

ば、手話法聾唖学校 に 入学 した可能性が 高い か

らで ある 。

　手話法聾唖学校生徒数の 減少 と口話法 との 関

係 にお い て 、口話法の 何が 、誰 に、ど の よ うに

ア ピー
ル した の か は、後に考察する。

　 4 ）教員数の 変化と学科課程 ：手話法聾唖学
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Table　2　シ ン シ ナ テ ィ 公立学校聾唖学校生徒数 ・平均通学数 （1875−1896）

年度 1875187718791880188 ユ 1882188418851886

年度末

生徒数
182423 ／1920 〆15151916 〆92S15 ！ll7

平 均 通

学　数

手話法聾唖学校

11．7／3．520 ，2217 〆18．119 〆14、614 ！814 、8／＆41 ＆519．322 ．213 ，5〆工54

年度 18871888188918901891 1892 1893 189418951896

手話法聾唖学 校 1371210 ？ 3〆3年度末

生徒数 口話法聾学校 上6 ？ 192110
／172112 〆15 14／14 17！1721 ／1615

！6

手話法聾唖学校 ＆7 ？ 53平均通

学　数 口話法聾学校 7．419
，7〆15211．2！17．99 ．5！16．713 ．8／16．512 ．2／16，110 〆142113 ．9／1518 〆13．520

、4

出典：Cincinnati　Public　Schools　Annua1 　Reports，1875−1896．

表 中で 20／15等とあ る の は t男／女 数 を示す．
手話法聾唖 学校 と 口 話法聾学校の 両 欄 に また が っ て 示 して あ る 児童

・生 徒数 は 両 校合わ せ て の 数．

校 の 教員 は、創 設初期 の 3年は 男性教 員 ユ名、

1888年に 口話法聾学校が 開設 され る まで は校長

の 男性 1 名 と女性教員 1 名 、 1888年以降は、女

性教 員 1 名だ けと なる 。 1−i話法聾学校教 員は、

開設時に 2 名 、 4 年 目に 3名 、 そ れ以降は ほ ぼ

4 名、20世紀に 入 る と 5 名体制 となる が 、全員

が女性で ある 。 また 、 2名は口話法 の 教員養成

課程 を 、 1 名は幼稚園の 専門課程 を修了 してお

り、 ほぼ全教員が 正規 の 経歴 を もっ て い た 。 2

つ の 学校教員 と も、 病気退職等 を除 くとほ とん

ど変更が な い 。

　 こ の 2 校 は異 なる場所 に設置 され 、 独 立形態

で 運営 され 、 す べ て の 授業 を自校教 員だけで担

当 して い た 。 手話法聾唖学校 の 7 年の学科課程

は 、 通常学校の 学科課程が 詳細 に規定され て い

る の に対 して簡素で あ り、特別 な課程 と して 運

営 され て い た もの と思 われ る 。 手話法聾唖学校

で は 、「公立学校学科課程を で きる だ け多 く指

導 しよ うとして い る が 、 聾児 の 必要 に よ り修正」

され （CPS 　61・t　AR ［1890］ 95）、 口話法聾学校

で も 「低学年で は学科課程 を変更する こ とが必

要」 で （CPS 　66・h　AR ［1895］ 89）、さ らに、 ス

ピー
チ と読唇 を学習 する予備学年を設 置す る

（1892年度在籍者21名の 内 ，
11名が予備学年）。

　少数の 教員 と通常教 育か ら独立 した教育運営

は 、 当然の こ となが ら教科指導の 遅れ 、 内容 の

貧弱 を もた らす 。 通常の 学区学校で は 1 年か ら

算数を学習するが、手話法聾唖学校で は 4 年に

な っ て か らで あ り （CPS　47th　AR ［1877］ 383−

384，418）、特別教員 に よる描画 ・音楽 ・習字の

指導 もな く、手話法聾唖学校で 描画が （おそら

く聾唖学校教員自身に よ り）指導され る よ うに

な る の は 、1889年にな っ てか らで あ っ た （CPS

6PAR ［1890］95）。 しか し口話法聾学校で は

教員が 増員され る こ とで 、指導の 分担 も可能 と

なる 。 5人体制 とな っ た 1903年度に は 、 校長が

地理 、 他の 4 人の教 員が 、 それ ぞ れ算数 と初等

4 学年、中間 2 ・3 学年、初等 5 学年と中間 1

学年、幼稚園 （3 −6 歳対象で 1898年 9 月開設）

と初等 1 ・2学年を担当して い た （CPS ・75th　AR

［1904］110）。 冂話法聾学校で も、1895年に は

北 欧式の 体系的な手技教 育で あ る ス ロ イ ドと裁

縫が後援者の 寄付金 に よ り一時的に専 門の 教員

に よ っ て 指 導 され た （寄 付停 止 に伴 い 廃 止）

（Osbom 匚1900］65）。手話法聾唖学校で は教員

1名が 、全段階 の 授業を担当 した こ とにな る 。

　 5 ）学校の形態 ・機能 と当事者の 位置 ： シ ン

シナ テ ィ聾唖学校は、寄宿制 と通学制ある い は

州立聾唖学校 と公立学校の 機能に つ い て 、どの

よ うに考えて い た の だ ろ うか 。 まず手話法聾唖

学校に おける 通学制 は 、 寄宿制 に対す る否 定に

よ っ て 採用 されたの で はなか っ た と思 われる 。

貧窮 な無教育聾児 に対す る教育機会 の 拡 大 に

は 、平 日寄宿制が最善の 現実的措置 と考え られ
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19世紀末ア メ リ カ 中 西 部 公 立 通 学制 聾学校 に お け る 口 話法 イニ シ ア テ ィ ブ とそ の 背景

て い たか らである 。 また、州立聾唖学校 と接続

して 、 よ り高度な教育 と職業教育を行うとい う

考 え方 に立 っ て い た （CPS 　65th　AR ［1894］91 ；

67th　AR 　匚1896］101）。

　 他方 で 口 話法聾学校 で は 、 ス ピー
チ と読唇の

獲得が可能な環境 が最大の 関心事で あ り、それ

には手話法聾唖 学校 か らも　（CPS 　61・‘［1890］

70）、学区学校の聴児か ら も分離が 必要だ っ た

（CPS 　65‘h　AR ［1894］89）。 したが っ て 、 州立寄

宿制聾唖学校 に対す る否認 は 、 寄宿制それ 自体

の 否定的意味か らで は なく、純口話法を採用 し

て い な い とい う判断基準か らで あ っ た 。 通学制

は、口話法採用 を前提 として、 3 歳か らの 入学

を可能 に したか ら支持 され た の で あ っ た （Os −

born ［1900］ 65）。 他 方で 、 口話法聾学校が公

立学校であ る ことの 意味は、口話法の普及可 能

性 と い う観点以外に強調 され て い な い 。つ ま り、

指導法の 違い はあ るが、公立学校に お ける教育

機会の 普及 と い う趣 旨は 、 手話法聾唖学校 と共

通 して い た 。

　 親に つ い て は 、 手話法聾唖学校で は 、 通学の

継続 と州立聾唖学校で の 教育の 継続を勧奨す る

対 象で あ っ た （CPS 　65 ：h　AR ［1894］91 ；67th

AR 匚1896 ］ 101）。 そ れ に対 して 口 話法聾学校

で は、親の 位置づ けはまっ た く異 なる 。 家庭 は 、

学校に お ける 口話 の 習得 を支 える環境 であ り、

親 はそ の 協力者 ・援助者 であ っ た 。 1896年 2 月

に は 、 シ ン シ ナテ ィ聾 者教育促進親 の 会 （The

Cincinnati　Parents
’Association　to　Promote　the　Edu−

cation 　of 　the　Deaf ）が A ．G ．ベ ル に よ っ て組織さ

れ （Osbom ［1900コ 65−66）、 月例 会の 開催に よ

り、口話獲得の実効性 を高める努力がなされた

が 、そ の 運営に対 して、親が イ ニ シ ア テ ィ ブ を

もっ て い た わけで は ない 。

　 シ ン シナ テ ィ の 手話法聾唖学校 の 創設で は聾

者の 運 動は記録され て い な い が 、校長 は聾者 で

あ っ た 。 また 、 手話法聾唖学校教員は、聾唖生

徒 同士の 交流 に重要な意義を認識 し て い た 。 州

立聾唖学校 へ の 進 学 を勧 め た理 由の
一

つ に 、

「多数の 聾唖者 と知 り合 い に」 なれ る こ と、そ

して 「聾者は
一
同 じ障害の ある人 々 の 間で交流

を求める」 こ とが挙げられ て い る （CPS 　67th　AR

［1896］102 ；Fesenbeck ［1900］ 62）。 また、寄

付に よる 「ア ン ダーソ ン協会」が聾唖青年 に よ

り組織 され 、 交流 と読書の会を毎晩開 い て い る

こ と の 有意義 を指 摘 し て い るが （Fesenbeck

［1893］：匚1900］63）、口話法聾学校で は こ の よ

うな発想は ま っ た くな い
。

　 6）聾唖学校の財源 と州の 援助 ：公立学校制

度 に開設 された聾唖学校の 補助 に対す る オハ イ

オ州の 方針に は
一

貫性が なか っ た が、生徒
一

人

当た り経費が通常学校 の 約 5 倍 を要す る聾唖学

校を安定 して 運 営する に は 、州補助金 は シ ン シ

ナ テ ィ 公立学校制度に とっ て不可欠な財源 とな

っ た 。 1898年 4 月に は 、 州 は 5 人以上 の 学齢聾

児が い る郡 または学 区に通学制聾学校の 設置 と

生徒 1 人当た り年 150ドル の 補助 を規定 した 。

1906年 4 月に は州議会で 公 立 学校制度 の 聾学校

に 対する補助金 制度が 確立 され た （CPS 　77匸h

［1906］ 70 ；Stanback ［1932］81−82）。 遠距離通

学者 で 電車代が支払 えない 聾唖生 徒に は 、 州が

経費 を負担 した （Fesenbeck 匚1900］ 63）。

　（2）ロ 話法 へ の 転換 とその 背景お よび 意義

　 シ ン シナ テ ィ教育委員会が 、しだ い に 口話法

へ 転換して い っ た の は、委員会 の 指導法 の 評価

に明 らか で ある か ら 、 まずそ れ を確認 し、つ い

で 口話法が ど の ように ア ピール した の か を考察

す る 。

　市教育委員会の 手話法 に対す る 評価で は、初

代校長で 5年間在職 した後 、
コ ロ ラ ド州立聾唖

学校長に転出 したR．P．マ ッ ク グレ ガー （その 後 、

母校の オ ハ イオ州立聾学校長 となる） に対す る

評価 が高か っ た こ と は （CPS 　471h　AR ［1876］

116 ；52”dAR ［1882］ 15
，
100）、間接的 に 手話

法に対する信頼 を示 して い る と思わ れ る 。

　教 育委員会の 指導法 に対す る評価が
一

変する

の は 、 口話法聾学校 開設後で ある 。 1887年度報

告で は、教育委員長が 口話法の他都市で の成功

を示唆 した うえで 、同校開設 に対する 「祝福」

を繰 り返 し、「期待以 上 」の 成功を待望 し て い

る 。 口話法聾学校 に は 「有望 な出発」 と教員へ

の 教育長の 賛辞はある の に、手話法聾唖学校に

一 35一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Association of Disability Sciences, Japan

NII-Electronic Library Service

Assoolatlon 　of 　Dlsablllty 　Solenoes 厂　Japan

木村　素 子 ・岡 　　典子 ・中村満紀男

は賛辞が ない うえに同校で の 生 徒数は過去最低

で ある と指摘 した （cPs 　59’h　AR ［1887ユix−x ，72）。

教育委員会報告で は主に 口話法聾学校 をとりあ

げ 、 教育長報告で は 、凵話法聾学校の 成果 に対

して 「大 きな閧心を持 っ て い る人 々 の 信頼 と情

愛」 （CPS 　62”d　AR．［1891］ 53）、 「と くに読唇 と

発音」の 達成に 対する 生徒 自身の 理解 （63「d
　AR

［1892コ54）、「驚嘆」と 「賞賛」 （64【h　AR ［1893］

46）が示 され る 。

　 さて 、シ ン シナテ ィ聾唖学校にお ける指導法

の 何が 、 誰に対 して ア ピー ル した の で あろ うか 。

手話法が 1875年の 聾唖学校創設時に採用 され た

の は、そ の 時点で は聾者 の 指導法 と して ア メ リ

カ で 実 績あ る唯 一の 方法 で あ っ たか らで ある

が 、手話法は、ある程度、聾教育に つ い て専門

的な知識が ある バ ン コ ッ ク教育長の ような 人物

に よ り、 指導法 と して の 相対的 な妥 当性が評価

され て い た と い え よ う。 手話法で 聾者 に期待 さ

れ る コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン能力 は聴者 との 直接的

な交信能力で はな く、 言語能力 自体 の 育成 と聾

唖者同士 の 交流で あ り、 職業自立 が教育の 最終

目的で あ っ た と い う意味で、広 く社 会に ア ピ ー

ル す る力に乏 しか っ た とい えよ う。

　 それに対 して、口話法が ア ピール した の は 、

医師等の 有力者や親で あ り、教育委員に 対 して

で あ っ た 。 口話法学校 に入学 した生徒 には 、 口

話法 の 効果が高 い
1° 残存聴力の ある子 どもだけ

で な く、 重 度の 聴覚障害児 もい た 。 と りわ け先

天聾児 と早期失聴児の 親は、ロ話法学校へ の 就

学に よ り、ス ピー
チ の 獲得や 回復 とい う親 と し

て の 自然な願 望 をもっ て い たで あろ うが、口話

法 を 親に 勧奨す る社会 的な役割 を果 た した の

は、シ ン シナ テ ィ の 有力者と 口 話法 を支持す る

運動組織で あ っ た 。

　 1882年 度に 発音指導 の ため の 寄金 をした M ．

フ ェ ッ ク ハ イ マ ーとは、ユ ダヤ ・ドイ ツ系の 富

裕 な衣服製造業者で あ り、 私立 口 話法聾学校の

創設 と公 立 学校制度編入を リ
ー ドした L ．S．フ ェ

ッ ク ハ イ マ
ー

は、彼の 息子で あ っ た と思わ れ る 。

息子 を 口 話法 の ク ラ
ーク 聾学校 に 送 っ て い た

L．S．フ ェ ッ ク ハ イマ
ーの 動機は 、 シ ン シ ナ テ ィ

に 口話法を普及 させ る こ とに あ っ た 。 口話法聾

学校設立運動に参加 した医師た ちは 、聾教 育と

は直接 の 関係 がなか っ た 。

　 口 話法 が 教育委 員 に対 して ア ピール した の

は 、彼らの社会上層と して の 立場 と公立学校運

営の 貢任者 と して の 立場 が、混じ り合 っ て い た

と思われ る 。口 話の 獲得に対する教育委員会委

員長の 期待 は、聴者 とや りと りが可能 な交信能

力の 獲得 へ の 楽観 を期待 したもの で あ り （CPS

59匚hAR ［1887］ix）、教科書と関連 づ けなが ら

ス ピーチ を用 い て の 授 業 と質問に対する応答が

可能 に な っ た こ と （CPS 　64th　AR ［1893ユ46）は、

教育長が感嘆 したよ うに聾唖教育界外の 人々が

評価 しやす い 基準であ っ た 。 類似 の 例は 、口話

法聾学校生徒にお ける 「規則 を遵守 し、自分の

好機 に 留意」（CPS 　61・，　AR 匚1890］94）、 聴児 と

の 競 争可能性（CPS 　61・・
　AR 匚1890］ 94；65・h

　AR

［1894］89）、 入学時に は 無機能状 態だ っ た 精神

が働 くように なっ たこ と （CPS 　64「h　AR ［1893］

79）、卒業生 に よる手工 訓練の 指導 （CPS 　66th

AR ［1895］89）、地区学校 か ら の 聴覚障害児 の

編入 と同校 へ の 復帰可能性 （CPS　67竃h　AR ［1896］

100）、 そ して 女性教員の 選抜 で ある 。

　 口話法聾学校 は、教育関係者が受容 しやす い

基準 と成果 も積極的 に提示 する。そ れ は課程制

による進級制 を採用 して い る公立学校制度に お

い て、口話法聾学校の 教育方法は独 自であ っ て

も達成 され る成果 は 、 通常の 基準 と近 い こ とが

期待さ れ て い た と思 わ れる 。 具体 的に い えば、

通常の カ リキ ュ ラ ム と進級 へ の 近似 と接近で あ

る 。 口話法聾学校で は 、 ス ピーチ獲得 まで は別

カ リキ ュ ラ ム で あるが 、 そ れ以降は 、 通常の 教

育課程へ の 接近 と進級実績 を積極的に提示する

（CPS 　61st　AR 　［1890］94 ；62”d　AR 匚1891ユ72 ；

64ti，　AR ［1893］46
，
79 ；66【h　AR ［1895］89）。 言

語 を用い た 自主的な学業で ある 日誌お よび作 文

と それ らの 月刊 化 に も大 きな努力 が 払 われ た

（CPS 　61st　AR ［1890］94 ；65th　AR ［1894］89 ；

66’hAR
［1895コ89）。 また 口話法聾学校で は、

公立学 校 の 動 向に 対応す る こ とも心 が けて お

り、 主知主義 的教育か らの脱却として の手技訓

一 36 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Association of Disability Sciences, Japan

NII-Electronic Library Service

Assoolatlon 　of 　Dlsablllty 　Solenoes 厂　Japan

19世紀末ア メ リ カ 中西 部公 立 通 学 制 聾学校に お ける ロ 話法 イニ シ ア テ ィ ブ とそ の 背景

練 の 導 入 や 生 徒 の 興 味の 尊重 （CPS 　65 ‘h
　AR

匚1894］ 90 ；66ヒhAR 匚1895］89）、学校 と親の協

力体制 （CPS 　67ヒh　AR ［1896］ 100）が 強 調 され

る 。 しか し こ れ らは、手話法聾唖学校で は 乏 し

か っ た 。

　 以 上 の よ うに シ ン シ ナ テ ィ の 口 話法聾学校

は、よ り
一

般的 な教育的 ・社会的基準を採用 し、

ある い は それに接近す る こ とで そ の 基盤 を確立

した の で あるが 、 それ を可能に した の は 、 親 と

社会と教育委員会 に対 する口話法運動の ア ピー

ル の 内容 と方法が 巧み で あ っ た こ と、口話法を

信念 とす る教員 を事務局とする運動組織との 協

同体制が構築され て い た こ と、A ．G ．ベ ル を中心

とする強力 な援助 団体 と有力者の 後援があ っ た

こ とが挙げ られ る 。 こ の ような条件は 、 公共図

書館 の よ うな地域 資源の 活用 に も有効だ っ た

（CPS 　67〔h　AR 匚1896］99−100）。 こ れ に対 して 、

手話法聾唖学校 は 、 手話法の 正 当性 を積極的に

示威する戦略 をもたなか っ た 。 その 象徴は手話

法聾唖学校の 年次報告の 宣伝 と広報の 乏 しい 記

述 に見られ る 。

　 こ の ように 、 シ ン シナテ ィ公立学校制度聾唖

学校に おけ る手話法か ら 口話法の 転換 は、州補

助金 の 使途制 限に よる生徒数の 減少 に よっ て手

話法聾唖学校の 運営 の 在 り方が 教育委員会内で

問題化 し つ つ あ っ た時点で 発音指導が 試行 さ

れ 、 それ をきっ かけに全国的な口 話法普及運動

に巻 き込 まれ たなか で構 想 され る よ うにな っ た

と思 われ る 。 しか しそ の 転換 にお い て は 、 プ ロ

グ レ ッ シ ブ にみ られる よ うな特 定の 強力な主 張

は なか っ たが 、明らか に上層の 主導とその 思想

を基盤 と しつ つ 、全国的な 口話法普及運動が 影

響 した の で あ っ た 。

　 また、聾唖 学校の 設立 と 口 話法へ の 転換 は、

義務教育 の 強化 に伴 っ て 公立学校 にお い て
一

般

に生 じる学業 ・行動 ・健康にお ける 「正常」か

らの 逸脱 に対す る対応 として の 一環で はなか っ

た が 、聾児の 指導法が 口 話法に
一

元 化 され る

1900年代前半 は、さ まざまな レ ベ ル にお け る各

種の 逸脱 へ の 対応が、特殊教育の 体系と し て 結

実 した時期 で あ り、同 じ時期 に他 の 大都市 と同

様 に、官僚制 と教育行政 家主導を特徴 とす る 市

教育委員 会委員 の 少数化 と中央 集権化 （CPS

74th　AR ［1903］ 27，33，39＞が並行 して い た こ と

は興味深 い 。

　 さ らに、口話法へ の 転換 は 、 それが純粋 に聾

者用 言語 と して の 、ある い は指導法 と して の 良

否 とい うよ りも、 よ り広 い 社会的見地 か ら、そ

れ も聴覚 障害 の 程度 に 関 わ りな く、学業 ・行

動 ・健康の 正常基準へ 接近する こ とが 教育的 ・

社会的に妥当とされ た結果で あ っ た 。 したが っ

て 、元来 、
こ の よ うな正常基準で 成立 し、 運用

され る世界で あ る公立 学校制度へ の 参加 は、口

話法へ の 転換に お い て 不可欠だ っ た の で ある 。

　 2．ク リーブラ ン ドにお ける併用法か らロ話

　　法へ の 転換

　 ク リーブ ラ ン ド公 立学校制度にお ける通学制

聾唖学校 は 、 1893年に 20名の 生徒 とともに開校

した 。 同市教育委員会 で は 、1893年 4月に聾唖

学校の 開設に 関する検討委員会を設置 して 開校

の 準備 を進 め 、同年秋に は教育が 開始 され る

（Wise ＆ Cox ［1929］2）。 そ の 後1898年 4 月 に

は 、 オ ハ イオ州議会 にお い て 、 通常 の 学校 に通

学で きない 聾 もしくは言語 に 欠陥を もつ 子 ど も

の た め の 通学制学校の 設置 と維持 を規定す る法

律が可決 され、少な くとも法律上 は州に よる経

費の 援助が 規定 さ れ る（シ ン シナ テ ィ の節 を参

照）。

　 ク リーブ ラ ン ド市の 通学制聾唖学校 は 、 ア メ

リ カ 国内に お い て 口 話法が優位 とな りつ つ あ っ

た 19世紀末 にお い て 、まず併用法の 学校と して

出発 し、 1900年代半 ばに は 、 教育長E ．F ．モ ール

トン （Edwin　F．　Moulton）の 主導 に よ り口話法

に
一

本化され る とい う経緯をた ど っ た 。 本校で

最初の 教員 とな っ た の は、す で に前年か ら私的

な事業と して ク リ
ー

ブ ラ ン ドで聾児へ の 教育を

開始 して い た ニ ュ
ー ヨ ーク 聾唖学校 卒業生 の

J．H ，ギア リ
ー （John　H ．　Geary） とその 妻で あ っ

た 。 ギ ア リ
ー

は 、 ア
ー

カ ン ソ
ー州立校で も教員

を経験 して お り、開校初 年度は彼が 手話法を、

妻が 発音を指導 した（Cleveland　public　Schoels

匚CLPS ］58‘h　AR 　匚1894］80−81；Geary 　［1893］
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3 −4 ）。 さら に 、翌94年 に は シ ン シ ナ テ ィ か ら

口話 法の 指 導 に つ い て 訓練 を受 け た教 員 を招

き、同年秋か らは年少児を対象 として本格的に

口話法の 指導を開始 して い る 。 もっ とも、こ の

こ とはただちに凵話法 へ の 全面的な転換 を意味

したわけで はな く、1900年代半ば まで は 、 手話

法 に よ る指導 も部分的 に維持 され た （CLPS

［1931］　3）。

　ク リ
ー

ブ ラ ン ドは、すで に 1875年に通学制聾

唖学校 を開設 して い た シ ン シナ テ ィ と同 じオ ハ

イオ州 に位 置する が 、 ク リーブ ラ ン ドの 場合 、

1870年の 時点 で は 人口 は シ ン シ ナ テ ィ の 半数以

下 の 92，849人に過 ぎなか っ た の に対 し、30年後

の 1900年に は 1司市 を超 える 381，768人 に まで 増

加 してお り、きわ め て急速に都市化が 進行 した

都市で あ っ た 。 20世紀転換期の 同市 は 、 急激 な

産業 の 発展 、 人口 規模の 拡大 、 移民の 流入 とい

っ た社会の 変化に 対応す る た め 、 良質の 労働力

の 育成 と社会の 秩序維持 を唱導す るプ ロ グレ ッ

シ ブ に よ り、公立学校改革 を推 し進め たア メ リ

カ大都市の典型例で あ っ たが （中村 ［2008］22）、

特殊学級 の 先行例 と して 、すで に 1876年に は怠

学、学業不振、行動の 逸脱問題へ の 対応 と して

非区分学校 （unclassified 　school ）を設置 し て い る

（中村 ［2008］23，26−28）。

　 それ で は 、 ク リーブ ラ ン ドにおける 、 通学制

聾唖学校開設の 意図は どの ようなもの だ っ たの

で あろ うか 、 さ らに、同市が 20世紀初頭に お い

てそれ まで の 併用法 か ら、ロ話法へ と転換 した

理 由は何だ っ たの で あろ うか 。 ギ ア リー校長は、

聾唖 学校開設当時、ク リ
ー

ブ ラ ン ドに は学齢の

聾 児が 73名存在 して い た こ と を指摘 した うえ

で 、 その うち40名以上 は 、他州 を含む州立校 に

在籍 して い るが、残 りの 30名ほ どは通学制聾唖

学 校 へ の 入 学 が 期 待 で き る と述 べ て お り

（Geary ［1893］3−4）、通 学制聾唖学校の 開設に

は、聾児の 就学率向上 が 意図 され て い た こ とが

うかが え る 。

一
方 、 聾唖学校 開設の 前年に ク リ

ーブ ラ ン ド市内の 公立 学校を対象と して 行 われ

た調査 に よれば 、 こ の 年、進級で きなか っ た子

ど もが市全体で 5，285人い たが 、 その うち 163人

は聾や 近視等 の 身体 的欠陥が理由で あ っ た とい

う （CLPS 　58’h　AR ［1894］73）。 それ ゆ え、聾

が原因で 通常 の 学校で の 学業に つ い て い けな い

子 どもたちに対 して 、 新 た な教育機会を提供す

る こ とも、通 学制聾唖学校の 重要 な役割で あ っ

た と考え られ る 。さ らに モ ール ト ン教育長 は、

もし本校が な けれ ば子 どもた ちは州立校で教育

を受けねば な らな い が 、それ は彼らを数年間に

わた っ て家庭 か ら引 き離 し、 両親か らの 保護 と

影響を奪うもの で ある と述べ て、家庭生活 の 維

持 と い う観点か ら通学制聾唖学校の 意義を指摘

した 。

　 ク リーブ ラ ン ドで は、1870年代初頭以 来、ク

リ
ー

ブ ラ ン ドとそ の近郊 に在住する多数の 聾児

が州立 聾唖 学校 に在籍 して い る事実が 認識され

る と と もに 、 彼 らに 対する新た な教育機会 と し

て 、 通学制聾唖学校 の 設立 を求め る機運が高 ま

り、 お よ そ20年に 及ぶ 設立運動 を経 て 1893年に

学校 開設が実現 した （Geary ［1893］3−4）。 通

学制聾唖学校 は、州立聾唖学校 とは異 な り、家

庭生 活の 維持が可能で ある と い う点で 、 子 ど も

を手離 した くな い と考える親に と っ て は受け入

れや す い 教育形態で あ っ た と考え られ るが 、そ

れで もなお、設立に際 し て は、聾児 を学校で は

な く家庭 で教育 した い と考える
一

部の 親に よ る

強硬 な反対に 直面 した （CLPS 匚1929−30］3）。

反対 の 理 由に つ い ては 、同校に お い て 、当初手

話が 用 い られ て い た こ とによ るもの なの か 、 あ

る い は異 な る理 由 に よ る の か は 明 らか で な い

が、通学制聾唖 学校 に対 し て こ の ように否定的

な感情 をもつ 親 は20世紀初頭 にな っ て も 、 少数

なが ら存在 し続 けた （CLPS 　69’h　AR 匚1905］

80）。

　 ク リーブラ ン ドにお ける口 話法 へ の 転換 は 、

シ ン シナ テ ィ の 場合と同様、聾唖学校側の 意向

で は な く、教育委員会 の 主 導に よ る もの で あ っ

た 。 1905年 、 モ ール トン は 、 ボス トン の ホーレ

ス ・マ ン聾学校 長 S．フ ラ
ー （Sarah　Fuller　l836−

1927）や 、 ウ ィ ス コ ン シ ン ロ 話法普及協会 の

RC ．ス ペ ン サ
ー

（ミル ウ ォ
ー

キ
ー

の 章を参照）、

A ．G バ ル など、口話法を支持 ・推進する著名人
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の 名や彼 ら の 書簡 を意 図的 に 引用す る こ と で 、

当時、ク リ
ーブラ ン ドの 通学制聾唖学校 にお い

て導入 されて い た併用法を 「併用法の導入は後

退の
一

歩で ある」 と痛烈 に批判 し、 口話法の 絶

対的優位 を主張 した 。 彼は 、 国内外 の 卓越 した

聾学校で は口話法に よる指導が 支配的で ある と

指摘 し、手話法、併用法、口話法の うち口話法

だけが 、自然で 実際的で効果的か つ 便利な聾児

教育の 方法で ある と した （CLPS 　69‘h
　AR ［1905］

79−82）。

　教育委員会に よる口 話法支持の背景に は、聾

児教育に対する家庭の 役割、通常の カ リキ ュ ラ

ム へ の 近接 へ の 意図 、 聴者 コ ミ ュ ニ テ ィ に お け

る聾者 の 地位に加 えて 、口話法 に対す る 親の 理

解と支持 を獲得す る こ とで通学制聾唖学校の 在

籍生徒数 を拡大 し 、 こ れ に よ っ て聾児の 就学率

向上を 目ざそ うとする意図が あ っ た と考え られ

る 。 実際、口話法へ と転換 した1905年以降にみ

られる急速な生徒数の 増加は 、他 の 都市と同様、

ク リ
ーブ ラ ン ドに お い て も、モ

ー
ル トン をは じ

め とす る口話法支持者 に よる親や社会へ の ア ピ

ール の 巧み さがあ っ た こ とを示唆 して い る 。

　こ の よ うな口話法の趣 旨はまさに指導的な口

話法論者の 模倣 に過 ぎなか っ たが、ク リーブ ラ

ン ド公立聾唖学校が 口話 法に転換す る時期 は 、

精 神薄弱 児の 特殊学級開設の 時期 と同 じで あ

り、1908年の 肢体不 自由学校、1909年の 盲学級、

1913年の 弱視学級の 開設へ と展 開 した こ とで、

ク リーブ ラ ン ド特殊教育制度の 基盤 を形成 した

と い うこ とがで きる 。

V ．結語一ロ話法転換の 背景 と意義

　 ア メ リ カ 中西部都 市の 通 学制聾 唖学校 は 、

1875年に シ カ ゴ とシ ン シナテ ィ に創設さ れた時

点で は 、 聾児の 家庭か ら遠隔地 にあ る州立聾唖

学校 の 補完 にその 目的がお か れ て い た。こ の こ

とは、州立聾唖学校の 過密化 と不就学聾児 に対

す る就学促進、そ して平 日寄宿制の 導入 （一時

的で は あっ たが ）か ら も明らか であ る 。

　創設期 にお ける 指導法 は手話法で あ っ た が、

こ の こ とは 、シ カ ゴ で は、創設と運 営にお い て

聾当事者の 、シ ン シ ナ テ ィ で は運営にお い て手

話法関係者 の 関与が認め られ る こ とか ら考えれ

ば、む しろ 当然で あっ た 。

　 しか し、 通学制聾唖学校 における手話法 は盤

石だ っ たわけで はな く、シ ン シナ テ ィ で は 口話

法学校が 、シカ ゴ で は併用 法学校が新設 され る

よ うに な っ て い く。 こ の 手話法 に よ らな い 学校

の 開設は、純口話法また は 口話法中心 へ の 前兆

で あ り、ク リーブ ラ ン ドの よ うな後発校の 指導

法 に 対 して も決定的な影響 を与 える こ と となっ

た 。 さ らに、ミル ウ ォ
ー

キ
ー

の 口話法聾学校は 、

時期的に は後発で あ っ たが 、中西部をは じめ他

都市の 通 学制聾唖学校が 口話法へ と転換する画

期 を もた らす契機 となっ た 。

　 それで は、手話法聾唖学校で は 、なぜ 生 徒数

の 増加が み られなか っ たの か 。 さらに 、 口話法

へ の 転換 はなぜ 、中西部全体で 順調 に進行 した

の か 。 こ の 二 つ の 疑 問は 、 じつ は深 く関連 しあ

っ て い る 。 まず 、 手話法学校へ の 就学が増加し

なか っ た原因は、主 として 経費負担上 の 問題で

あ り、 指導法 は不就学の 主 因で は なか っ た と思

われ る 。 貧 困層の 不就学児が 、 経費 をほ とん ど

必 要 と しな い 州立校 へ の 就 学 を指 向 した こ と

は 、州立校 の 生徒数急増か らも推測で きる 。

　他方で 、口話法イ ニ シア テ ィブが社会上層 に

よる強力な唱導を発端 として 実現 した こ とは事

実 で あるが 、 それ だ けで は な く、口話法の 拡大

が 円滑に進行 した背景に は 、 州立 校 と同様に手

話言語 の 習得 を中心 と しなが ら、州立 校ほ ど の

教育資源をもたない 通学制手話法学校 の 教育 に

不満 を もつ 親が存在 した こ とを示唆す る 。 い い

かえれば 、 口話法学校は新規性ある コ ミ ュ ニ ケ

ーシ ョ ン ・モ ー ドの 提案に加え、手話法学校 に

対す る親の 潜在的不満を解消 し、 コ ミュ ニ テ ィ

の 人 々 に ア ピール す るだけの 教育の 在 り方と思

想 を提起 したの である 。 その 内容は、混乱 と発

展の 狭間にあ っ た当時の ア メ リ カ社会が尊重 し

た進歩の 方向性 と、まさに合致する もの であ っ

た 。

　 口 話法 イ ニ シ ア テ ィ ブ が 成功 した 理 由 と し

て 、第一
に挙げ られる の は 、 口話法 と い うコ ミ
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木村　素子
・
岡　　典子 ・中村満紀男

ユ ニ ケーシ ョ ン ・モ
ー

ドが、聴者と直接交信で

きる能力を育成す る とい う点で 教育 の 狙 い が明

快で あ っ た こ とにある。比喩的に い えば、口話

法は外国語で は な く英語で の 交信性 を高め る手

段 として理解 されたの で ある 。 そ うした意味で 、

口話法の 拡大期に お い て 口話法を主導したの が

ア メ リ カ 定住に成功 した ドイ ツ 系住民で あっ た

こ とは興 味深 い 。 また、口話法の 支持者には 、

シ カ ゴ の マ コ ーウ ェ ン や シ ン シナ テ ィ の オズボ

ーン に典型的で あ っ たように 、 女性が多 く含 ま

れて い た こ とも特徴で あ っ た 。 こ の よ うな聾教

育 における女性の 活躍は、特殊学級教員として

の 社会進 出の 先駆で あ っ た。また 、シ カ ゴ聾児

親の 会会長の 職にあ っ た の は男性で あ っ た もの

の 、 女性 の 参加者 も数多 く存在 して い た し、シ

ン シ ナ テ ィ聾者教育促進親の 会で は 、 女性 の 参

加が 前提 であ っ た 。 と りわ け親の 会にお け る女

性の 関与は 、家庭生活にお い て、父 親よ りも密

接 に子 どもとかかわ りを もつ 母親に とっ て 、口

話法が心情的に も支持 しや す い もの で あ っ た こ

とを示唆して い る 。

　 第二 の 理 由は 、 口話法が 目ざす人間像で ある 。

手話法か ら 口 話法へ の転換 は 、表面的に は言語

指導法の 問題で あ っ たが、手話法が、貧 困か ら

の 解放 と職業 自立を 目標 とす る旧時代の 慈善的

要素 を払拭 で きなか っ た の に対 し、ロ話法は 、

聴児 と同 じ公立 学校 で 、
コ ミ ュ ニ テ ィ の 構成員

と して 聴者の 世界へ の 参加 とその 手段 の 獲得 、

聴児 との 社会的同等性 へ の 接近 を目ざ して い た

とい うこ とが で きる 。 そ の 基礎的条件は、家庭

お よび コ ミ ュ ニ テ ィ における親 ・家族 との 日常

生活と家庭教育で あ り、通常の カ リキ ュ ラム へ

の 近接 と新教育運動の 理念が採用 され る公立 学

校教育で あっ た 。 まさに ア メ リ カ社会 を維持す

る基本的要素 を口 話法運動は含 ん で い たの で あ

る。

　 第三 は、口話法聾学校が不就学問題の 解消 と

通学率の 高 さや 親の 学校経営 へ の 参加 と協力 、

地 域 と して の 子 ど もの 育成 と い っ た 、
い ずれ も

当時の 公立学校改革にお ける最重要課題 と関連

づ けた主張 を展 開す る こ とで 、 単 なる言語指導

法の 改善 を超越 した次元の 演出に成功 した点で

ある 。

　さらに第四 として、こ の ような思想 と方向性

をもつ こ とに よ っ て 、 口話法運動は 、
コ ミ ュ ニ

テ ィ改革の 重要 な手段 と して公立学校を学校教

育の 中核 に位 置づ け よ うとする市教育委員会の

要求と合致 させ た 。 さ ら に 、 口 話法支持者の 主

張は、ビジネス で成功 した実業家、医師等の 専

門職、 コ ミ ュ ニ テ ィ の 有力者等の 中産層に とっ

て 、 歓迎す べ き内容 に満 ちて い た 。 口 話法支持

者 らは 、 彼 らに対す る社 会的支持 を獲得す るた

め の 財源を含む資源 も宣伝力 も、十分 に備 えて

い た の で ある。

　 口話法の 通学制聾学校 は 、 公立学校特殊学級

制度の 先駆例 の ひ とつ で あ っ たか ら、口話法 へ

の 転換 と口話法運動に象徴 され る聾唖学校改革

の 展開は、そ の 後に続 く他の 障害種の 学級 の 開

設 と定着 に と っ て も重要 な意味 をもつ もの で あ

っ た 。

付 　記

1　 執筆分担 は 以 下 の 通 りで ある 。 は じめ に

　（木村素子 ・岡　典子）、 H お よび 皿 （木村素

　子）、W の 1 （中村満紀男）、 2 （岡　典子）、

　結語 （岡　典子）

2　 本研究 は、日本学術振興会科学研究補助金

　に基づ く研究の 成果の
一

部で ある 。

註

1　 シカ ゴ聾唖学校初代校長の エ メ リーは 、創設

　運動 を担 っ た シカ ゴ 聾唖 協会 の 聾当事者メ ン バ

　ーで あ っ た 。 彼 は 自著で 口話訓練 の 不毛 と手話

　法 の 意義を記 して い る 。

2　 本校は 、1883年に は WPI の 学校と して再組織 さ

　 れ る。

3　 本事案検討 の た め 、 市教育委員会委員長 の J．

　ス ターク （Joshua　Stark）が 議長 を務め る 小委員会

　 が組織 され 、 次期議会 で の 法案提 出を決議 した 。

4　 ベ ル の 父 に よ り開発 さ れ た ビ ジ ブ ル ・
ス ピ ー

　チ （visible 　speech ）は 、
ベ ル に よっ て 聾児に適用

　 され た。ア メ リカ で の 口話法導入初期 に、国内

　初の 口話学校である クラ
ー

ク聾 学校 な ど複数 の
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19世紀末 ア メ リカ 中西 部 公 立 通 学制 聾学校 に お ける 口 話法 イ ニ シ ア テ ィ ブ とそ の 背景

　 聾学校で 発音指導 の 方法 と して 採用 され て い た

　 が 、そ の 方法は各音韻に対応する構音記 号 の 並

　ぶ チ ャ
ー

トに よ っ て各音韻 の 発音 を習得 し、そ

　 の 後 ス ピーチ と書記 を授 け る と い う方法 で 、機

　 械的か つ 複雑 で あ っ た。

5　 1880年 に市教育委員会 が法 案作 成 を決 議 した

　市教育委員会 の 小委員会 メ ン バ ーは 、先 の ス タ

　 ークの ほか、J，マ ッ カ リス ター （James 　Macalister

　 l840 −1913 ）、WPI 会 員 の A ．F．ミ ュ
ー

ラ
ー

　 （A ．F．Mueller）が い た 。 また 同年の市教育委員会

　常 任 委員 会 に は 、 WPI 会 長 の R ．C ．ス ペ ン サ
ー

　 （Robert 　C ，　Spcncer ）、同会員 の W ．ガ ーラ ッ ク

　 （William　Gerlach） と ミュ
ー

ラ
ー

が い た 。

6　 民 主 党議員 と し て、 州 上 院議 員 は 2 期 （1872−

　 1873年、1876−1877年）、連 邦下院議員 を 1 期

　 （1891 − 1893年）、同上 院 議員 を 1 期 （1893・
−

　 1899年）務めた 。

7　本委員会の 委員の
一

人 はWPI 会員ミ ュ
ーラーで

　 あ っ た 。

8　 こ の 講演内容は 、1880年 の 市教育委員会 の 聾

　学校開設法案の 決議で資料として付された （WPI

　4th　AR 　［ユ881］9）。

9　寄宿生が い た時期は創設時 の 2 − 3 年 （Fesen−

　beck ［1883］）、「数年前に 1 年度だけ」 （CPS 　571h

　AR ［1886］ 10］） と、は っ き りし な い 。州援助

　の 使途は 「貧窮生徒 の 衣服代 と扶養費」 （CPS

　52nd　AR ［1882］100）、「貧窮聾唖者 の 扶養 と援助」

　（CPS　53「dAR ［1882］ 12）が主であ っ た 。

10　オ ズ ボ ー ン ロ話法学校長 は 、楽観的 な発音指

　導可能論を示す
一

方で 、「口 話法が最 も価値が あ

　る」 の は 「半唖」で 、 6 − 9 歳 の 間に 失聴 した

　聾児 と残存聴力の あ る聾児 で あ る と述 べ て い る

　（CPS 　61st　AR ［1890コ93）。

1120 世 紀転換期 に お け る ク リ
ーブ ラ ン ド通学 制

　聾唖学校の 在籍者数は 、 1905年 まで は毎年40名

　〜60名程 度 で あ っ た が （最少 は 1905年 で 39名，最

　多は 1900年で 65名で あっ た）、1910年代前半まで

　に は 100名 を超 え る ま で に 増 加す る （CLPS 　69‘h

　AR ［1905］ 78 ；CLPS 　78th　AR ［1914］ 136）。
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The  Oral Method-Dominated Midwest Public Schools for the Deaf in the End  of

                    Nineteenth Century  America

Motoko  KIMURA',  Noriko  OKA",  and  Makio  NAKAMURA""

 The purpose ofthis  study  is to examine  the process ofthe  public day schools  for the deaf dominated

by oral  method  and  its educational  and  social  implication in the end  of  nineteenth  century  Midwest.

The  oral  schools  wcre  fu1fi11ed as results,  ofthe  oral  method  expansion  movement  advocated  by A.G.

Bell and  of  the soLution  of  the problems caused  by the sign  method  residential schools,  Furthermore,

many  ideas heralded by the  oral  method  initiatives were  very  effective  in securing  rniddle-class  sup-

ports of  the mernbers  of  city boards of  education,  parents of  the deaf children,  and  the community

leaders. The  oral  method  schools  emphasized  the norrnalcy  ofdeaf  children, their selfsupport,  and  the

ernpowerment  of  their parents through acquisition  of  speech.  These features of  the oral  schools  led the

way  to the other  special day schools  and  classes  fbr children  with  disabilities in the city public schools

in the early  twentieth  century,

Key  Words:  oral  method,  public day school  for the deag Midwest, nineteenth  century
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